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１ 日 時    令和３年１１月１５日（月） 

午後３時００分～午後３時２０分 

 場 所    市役所３階 ３０３・３０４会議室 

 

２ 出席委員 

委 員         德 永 秀 文 

委 員         𡈽 方 実 加 

委 員         松 岡  舟 

委 員         福 田 康 知 

教育長         金 丸 眞 明 

 

  説明のため出席した者 

 

         教育部長              七 座 武 史 

総務課長              吉 野 隆 志 

幼保運営課長            黒 田 千 絵 

総務課副課長            高 倉 鋭 悟 

幼保運営課副課長          満 尾 晶 子 

市民生活部長            小 山 隆 史 

生涯学習課長            田 中 壽 紀 

生涯学習課副課長          高 木 和 弘 

  書 記    総務課主査             直 江 麻 紀 

 

３ 傍 聴    なし 

４ 議 題 

  議案第 20号 令和 3年度教育委員会事務事業の点検・評価報告書（令和 2年度事務事業）

について                             

議案第 21号 丸亀市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正について 

議案第 22号 丸亀市議会 12月定例会に提出する議案について（意見聴取） 

丸亀市教育委員会会議録  
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（指定管理者の指定について（丸亀市生涯学習センターほか 1施設）） 

議案第 23号 丸亀市議会 12月定例会に提出する議案について（意見聴取） 

（令和 3年度丸亀市一般会計補正予算（第 7号）） 

  議案第 24号 丸亀市議会 12月定例会に提出する議案について（意見聴取） 

       （丸亀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

 

５ 報告事項 

  教育委員会承認「共催・後援」の状況 

 

６ 会議録署名委員の選任 

丸亀市教育委員会会議規則第 13 条第 3 項の規定に基づき、次の 2 名を会議録署名人に指名

する。德永 秀文委員、𡈽方 実加委員、 

 

７ 議事の大要 

午後３時００分 開会 

丸亀市教育委員会会議規則第 11 条第 1 項ただし書に基づき、教育長が発議し、全委員の同

意により、議案第 22 号、23 号、24 号を非公開と決した。また、報告事項の審議後に非公開議

事を行うことを委員全員了承した。 

議案第 20号 令和 3年度教育委員会事務事業の点検・評価報告書（令和 2年度事務事業）

について   

〔総務課長〕 

 令和 3年度教育委員会事務事業の点検・評価報告書（令和 2年度事務事業）につきましては、

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づき丸亀市議会に提出する

報告書について決定するものである。 

 

特になし 

教育長が各委員に諮り、原案どおり決定 

 

議案第 21号 丸亀市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正について 

〔幼保運営課長〕 

丸亀市立幼稚園の管理運営に関する規則の一部改正につきましては、令和 4年度の新入園児の受

付について、幼稚園長を経由せず直接教育委員会に提出するよう改めるほか、園児募集については
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市ホームページや広報紙等で周知を十分に行えていることから、事前に告示する手続きを廃止する

ために規則の一部を改正するものである。 

 

特になし 

教育長が各委員に諮り、原案どおり決定 

 

８ 報告事項 

 教育委員会承認「共催・後援」の状況 

〔総務課副課長〕 

今回の承認期間は、令和 3年 10月 20日から 11月 5日までで、3件の後援申請があり、芸術、

文化又はスポーツの振興、社会教育の向上など市民福祉の増進に寄与すると認められることか

ら承認済みである。いずれも継続のものである。 

 

 特になし 

 

《関係者以外は退席する》 

 

９ 非公開審議の大要 

議案第 22号 丸亀市議会 12月定例会に提出する議案について（意見聴取） 

（指定管理者の指定について（丸亀市生涯学習センターほか 1施設）） 

議案第 23号 丸亀市議会 12月定例会に提出する議案について（意見聴取） 

（令和 3年度丸亀市一般会計補正予算（第 7号）） 

 議案第 24号 丸亀市議会 12月定例会に提出する議案について（意見聴取） 

（丸亀市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定

める条例の一部改正） 

 

《非公開審議のため内容不記載》 

 

１０  閉会 

    午後３時２０分 


